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２ 福島県大規模土地利用事前指導要綱 

                                                〔大規模な土地利用の事前指導〕 

 

 要 綱 の 趣 旨       

 

 

 

 

 

 

 大規模な開発行為の計画に係る総合的な事前指導について必要な事項

を定めることにより、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的諸条件に

応じた適正かつ合理的な土地利用を誘導し、もって、土地基本法及び国土

利用計画法に定める土地についての基本理念の実現に資するものとする。

（要綱第１条） 

 

 

 事 前 協 議 が       

 必 要 な 行 為       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事前協議が必要な行為（要綱第３条） 

 ① 開発区域が５ha以上の開発行為 

 ② 開発区域内に農地法第４条又は第５条の規定に基づく農地転用許

可を要する４haを超える農地を含む開発行為 

  ※ 開発行為とは、土地の形質を変更する行為である。 

２ 事前協議の時期 

開発行為に係る法令等に基づく許認可の申請等を行う前に協議する。

事前協議が終了した後に、その指導・教示等（結果の通知）の内容に留

意して、関係法令等に基づく許認可の申請等の具体的な手続について担

当機関と協議を進める。 

３ 適用除外（要綱第４条） 

① 国又は地方公共団体の開発行為 

② 国又は地方公共団体が２分の１以上出資している公益法人の開発

行為 

③ 都市計画法の市街化区域又は用途地域内における開発行為 

④ その他知事が別に定める開発行為（実施要領第２条） 

  ア 福島県ゴルフ場開発指導要綱の対象となる開発行為 

  イ 福島県産業廃棄物処理指導要綱の対象となる開発行為 

  ウ 都市計画法に規定される市街化調整区域における同法第３４条

第１０号に規定される開発行為  
エ 土地改良法第２条第２項の土地改良事業として行われる開発行

為 

    オ 土地区画整理法第２条第１項の土地区画整理事業として行われ

る開発行為 

    カ 福島県商業まちづくりの推進に関する条例第９条第１項の対象

となる開発行為  
  キ 環境影響評価法及び福島県環境影響評価条例の対象となる開発

行為のうち、環境影響評価書の報告手続が完了した開発行為 

 

 指導を行う者   知事 
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指 導 基 準       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  開発行為に係る法令等に基づく許認可の見通しを土地利用基本計画、

その他の土地利用に関する計画への適合性から判断する。 

 また、次に掲げる事項に関して関係法令等に基づき指導・教示等を行

う。（要綱第６条） 

 ① 周辺の生活環境 

 ② 周辺の自然環境 

 ③ 災害の防止措置 

 ④ 給水計画・排水計画 

 ⑤ 公共事業との調整 

 ⑥ 土地売買等の予定対価（ただし、事業者が規制区域、注視区域又

は監視区域における土地売買等の予定対価について協議を求めた場

合に限る。） 

担 当 機 関        
 本 庁 企画調整部 復興・総合計画課 

 出 先 地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課 

 手続フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 備    考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 標準的な処理期間は１０週間程度とするが、土地利用上特に調整の

ため期間を要する場合はこの限りでない。 

２ 提出書類 

  「大規模開発行為計画事前協議書」に次の書類を添付する。 

 ① 事業計画概要書 

 ② 位置図（五万分の一程度） 

 ③ 現況図（五千分の一程度） 

 ④ 土地利用計画図 

 ⑤ 公図 

 ⑥ 法人登記簿謄本（発行後３ヶ月以内のもの） 

 ⑦ その他知事が必要と認めるもの 
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